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２ 用語の定義 

ガイドラインで使用する用語の定義は、次のとおりとします。 

 

１）個体 

銃やわな等により捕獲されたイノシシ。 

２）と体 

と殺された後、食肉とするために処理施設に搬入された個体で、解体前の状態の 

もの。 

３）枝肉 

剥皮や内臓摘出の処理を行った後の、骨に肉が付着した状態のもので、部分肉に 

   カットされる前の肉。 

４）食肉 

食用として販売する目的で処理した肉。 

自家消費のために処理した肉は含まない。 

５）放血 

食肉とするために、個体から血抜きをすること。 

６）剥皮 

と体の皮を剥ぐこと。 

７）トリミング 

食肉とするために、枝肉から汚染された部位や食肉としない部位を切除すること。 

８）捕獲者 

個体を食肉として販売することを目的に捕獲する者で、狩猟免許者（※１）及び 

   狩猟者登録（※２）を受けている者〔鳥獣捕獲許可（※３）を受けた者も含む。〕。 

※１ 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」（平成14年法律第88号） 

第39条にもとづく 

※２ 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」第55条にもとづく 

※３ 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」第９条にもとづく 

９）処理 

捕獲またはと殺後の、放血、剥皮や内臓摘出から枝肉の分割・脱骨・細切等とい 

   った、食肉として流通にのせるまでの作業。 

10）処理業者 

と体を食肉として処理するもので、「食品衛生法」第52条第1項の規定の営業許 

   可のうち、食肉処理業（※）の許可を受けているもの。 

  流通にのせることを目的とせず、自家消費用としてと体を処理する捕獲者は除く。 

   

※ 食肉処理業 

・ 食用の目的で鳥獣（鶏、あひる、七面鳥、牛、馬、豚、めん羊及び山羊を除 

く。以下、同じ。）をと殺もしくは解体する営業。 

・ と畜場や食肉処理場で解体された鳥獣の肉・内臓等を分割、細切する営業。 

・ 営業許可を取得するためには、「富山県食品衛生条例」で定めている基準に
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3　関係者に必要な意識

4　捕獲者の作業手順・遵守事項
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また、細菌汚染や肉の傷み等の問題がありますので、猟犬の噛み跡にも注意し、

噛み跡が多い個体を食用とするのは避けてください。 

 

【ナイフを使用する場合】 

       喉と鎖骨の間から、心臓や頸動脈（気管や食道に沿って走っている）に向け

    て刺してください。 

          頸動脈を切断した場合は、同時に「放血」作業を行うことになります。 

 

ウ 動物福祉 

動物福祉とは、人が人間以外の動物に与える苦痛を最小限に抑えなければならな

  いという考え方のことです。苦痛にはストレスも含まれます。 

動物福祉の考えは、野生獣の食肉利用を否定するものではありません。食料や医

   療開発など人間のために動物が使われるのは止むを得ないとした上で、捕獲やと殺

   時の動物の苦痛を最小限にしようとするものです。 

捕獲者は、「動物の愛護及び管理に関する法律」（昭和48年法律第105号）（※）

の精神に則り、捕獲や止め刺しを行うにあたっては、次に留意し、できる限り野生

動物に苦痛を与えないようにしてください。 

 

【捕獲時の留意事項】 

・ 狙撃距離 

確実に仕留めることが出来る距離で狙撃してください。 

    捕獲の際は、野生動物に与える苦痛は最小限となるよう心がけてく 

   ださい。個体の回収に時間がかかると肉質が低下するという問題もあ 

りますが、急所に当たらず手負いにすることは、野生動物を苦しめます。 

・ 手負い放置の禁止 

野生動物がその場で倒れない場合には、必ず追跡して仕留め、手負いのま 

      ま放置することのないようにしてください。 

 

※ 「動物の愛護及び管理に関する法律」 

      「動物の愛護及び管理に関する法律」とは、動物の虐待防止や適正な取扱い

    等の事項を定めて動物の生命を尊重し愛護するとともに、動物の管理に関する

    事項を定め、動物による人への危害防止を目的とする法律のことです。 

 

② 個体の異常確認 

    捕獲した個体の外見に次のような異常が見られる場合は、個体の健康状態に問題が 

ある可能性があります。食品としての安全性を確保するために、食肉としての利用は

止め、処理施設に持ち込まないでください。 

また、わなにより捕獲された個体には、転倒や打ち身等による損傷がひどく食肉と 

   して利用できないものがあります。捕獲時の状況を観察し、食用として利用可能な個 

体であるかを判断してください。 
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      袋等の器具は個体毎に洗浄・消毒するか、個体毎に交換する。 

 

２ 放血方法 

     ・ 個体の頭部を下にして行う。 

・ 首の付け根の頸動脈を切断し放血する。 

・ 胸部を撃った個体は、前胸部（首の付け根、第一肋骨付近）を切開し、胸

      腔内部に溜った血液を放血する。 

・ ナイフの刺入口はできるだけ小さくし、開口部から個体の筋肉中に細菌等

      が侵入しないように取り扱う。 

    野外での作業の場合は、切開箇所が土壌等で汚染されないよう、シー 

   トを敷いて行う等、注意して行ってください。 

 

(注) 生きたまま搬入したイノシシが泥等により著しく汚れている場合は、前

       処理室（放血場所）搬入前に、荷受場所にて洗浄し、乾燥させてからと殺・

       放血を行ってください。 

 

④ 運搬・搬入 

捕獲した個体は、個体の体温や気温による肉の品質低下を避けるため、速やかに処

理施設へ運搬してください。放血後２時間以内のと体しか受付けていない処理施設も

あります。搬入の際には、処理施設へ搬入した後に行う処理が、より短時間で実施で

きるよう、施設側の処理作業者と予め調整してください。 

また、捕獲時期、捕獲場所や処理施設までに要する運搬時間等によって、品質が低

下し食用に適さないと判断される場合は、処理施設への運搬を行わず、個体を廃棄し

てください。 

 

ア 内 臓 

     個体は、内臓を摘出せずに処理施設へ搬入してください。 

 

イ 運搬方法 

「食品」を扱っているという認識を持ち、丁寧な運搬を行ってください。 

個体を引きずり落とす等といった取り扱いでは、個体が必要以上に汚れたり、肉

が傷んで品質が低下します。肉の傷み以外にも、銃創部位や猟犬の噛み跡からの

細菌汚染が広がり、廃棄部位が増加する可能性があります。 

また、個体の体温によって肉質が低下することを防ぐため、大型のクーラーボ

ックスやコンテナ等で冷却しながら運搬することが望ましいです。 

なお、幌等の覆いが無いトラック等で運搬する場合には、個体をシートで覆う

等、周囲の目に触れないように努めてください。 

  

【生体搬入の場合】 

             個体を生きたまま処理施設へ運搬する場合は、運搬用の檻をシートで覆っ
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・ 個体の性別、年齢、推定体重 

・ 運搬方法、捕獲から処理施設到着までに要した時間 

・ 個体の冷却実施の有無 

（冷却を実施した場合：冷却開始時刻・冷却方法・温度） 

・ 放血開始時刻 

処理施設以外で放血を行った場合： 

放血場所・放血開始時刻・放血方法 

・ 運搬者の氏名、連絡先 

・ その他特記事項 

 

※ トレーサビリティ 

トレーサビリティとは、生産、加工及び流通の過程での段階を通じて、食品が

    どこから来て、どこへ行ったかという「移動を把握できる」ことです。 

捕獲者及び処理業者の各自が、取り扱う際のイノシシ肉の「移動」に関する記 

    録を作成・保存することによって、捕獲から流通まで、食品の移動の経路を把握 

することが可能となります。 

食品の移動を追跡するための仕組みであり、食品の安全管理を直接行うもので 

    はありませんが、食品事故が発生した場合の迅速な回収等に役立ちます。 

 

 

 

 

５ 処理施設の基準 

捕獲したイノシシを食用として流通させるためには、「食品衛生法」に基づく食肉処理

業の営業許可を取得した施設において、解体処理を行うことが必要です。 

営業許可を取得するためには、富山県が「富山県食品衛生条例」で定める基準に適合し

た施設が必要です。 

 

（１）食肉処理業の処理施設の基準 

食肉処理業の施設に必要な基準は、以下のとおりです。 

基準以外でも、施設の周辺の生活環境の保全上、排水、騒音、悪臭や廃棄物処理等に 

関する問題が生じないように努めてください。 

詳しくは、最寄りの県厚生センター・富山市保健所にご相談ください。 

 

項 目 基   準 

立   地 ・ 衛生上、不適当な場所に位置していないこと。 

・ 施設の周囲は、排水がよく、清掃がしやすい等の条件を備えた、衛生

上、適当な場所であること。 

広さ・構造 ・ 使用目的に適した大きさや構造であること。 
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 ・ 居住部分や食肉処理業に必要でない場所と区画されていること。 

・ 天井は、隙間がなく平滑で清掃しやすい構造であること。 

・ 内壁は、床面から少なくとも高さ1ｍまでは耐水性材料でつくられ、

清掃しやすい構造であること。 

・ 床面は、耐水性材料でつくられ、排水がよく清掃しやすい構造である

こと。 

設置すべき

室・区画 

・ と体の搬入口と、解体処理後にできる食品の搬出口が、別個に設けら

れていること。 

・ 施設には、前処理室、処理室（解体処理や、枝肉分割・細切を行う場

所）及び冷蔵設備を、別個に設けること。 

・ 前処理室には荷受場所及びと殺・放血設備を設けること。 

必要な設備 ・ 照明設備 

（作業面において220ルクス以上の明るさを保つことができる設備）

・ 換気設備（動力換気又は空気清浄装置） 

・ 給水設備 

・ 水道水又は飲用に適した水を供給できるもの 

   ・ 水道水以外の水を使用する場合は、給水設備に滅菌装置又は 

    浄水装置を設けること 

・ 排水設備 

  （ネズミ侵入防止のために、鉄格子等をつけること） 

・ 洗浄設備 

・ 器具やと体等を洗浄できるもの 

・ 83℃以上の温湯を給湯できるもの 

・ 流水受槽式手洗い設備 

・ 手指消毒設備を設けること 

・ 手指の消毒設備は、自動流水式または足踏式のものが望ましい

・ ペーパータオルの設置が望ましい 

・ 必要な箇所には、防じん、防そ及び防虫の設備 

・ 更衣室又はロッカー 

・ 便所 

   ・ 食肉を取扱う場所に衛生上、影響の無い位置に設けること 

・ 流水受槽式手洗い設備及び手指の消毒設備を設けること 

必要な器具 ・ 廃棄物を入れる容器 

（不浸透性材料でつくられ、蓋のあるもの） 

・ 戸棚 

・ 器具や容器等を衛生的に保管することができるもの 

・ 外部から汚染されないように、戸や蓋がついたもの 

・ 冷蔵設備の温度計 

（庫内温度を庫外から知ることができるものが望ましい） 
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・ 器具は、と体１頭の処理が終了する都度、消毒・交換してください。 

・ と体１頭の内臓摘出作業が終了する都度、施設の洗浄を行ってください。 

・ 終業後は、施設や全ての設備・器具を洗浄・消毒し、十分乾燥させてください。 

 

【設備・器具等の消毒方法】 

・ 83℃以上の温湯での消毒 

・ 200ppm以上の次亜塩素酸ナトリウム（※１）に浸す・噴霧する等による消毒 

       次亜塩素酸ナトリウムを使用する場合は、金属製のものは錆びるので、 

      注意してください。 

    金属製のものの殺菌については、アルコール（※２）の使用も効果的 

です。 

    ※１ 次亜塩素酸ナトリウム 

         塩素系漂白剤の主成分。ウイルスに対し、殺菌作用がある。 

         温湯（60℃以上）では分解する。 

      ※２ アルコール 

         70～80％のアルコールを含む溶液が殺菌に有効である。 

         殺菌する器具等が乾燥した状態での使用が効果的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 処理業者の作業手順・遵守事項 

食肉として流通することを目的として行う解体処理は、「食品衛生法」にもとづく食肉

処理業の営業許可を取得した営業者の解体処理施設で行ってください。 

 

（１）作業工程 

個体が搬入され、処理施設に受入れされてから食肉として流通にのるまでの工程は次

のとおりとなります。 

捕獲者も、次の作業工程や遵守事項について理解し、処理業者との連携に努めてくだ

さい。 
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また、と体１頭の処理が終了する都度、器具の消毒・交換をしてください。 

・ と体１頭の内臓摘出作業が終了する毎に、設備の洗浄を行ってください。 

洗浄の際は、洗浄水の飛散による枝肉の汚染に注意してください。 

 

③ 剥 皮 

と体の被毛には、病原微生物やダニ等の外部寄生虫が存在する可能性が高いので、

  被毛と接触する剥皮の作業中は、特に注意する必要があります。 

 

  【剥皮の手順】 

   ① ナイフで体表になるべく小さな切り 

    込みを付ける。 

   ナイフを交換し、切り込みにナイフ 

  の刃を手前に向けて差し込む。 

   ナイフの刃をと体の内側から外へ向 

けた状態で、皮を切開していく。 

      切り込み用に使うナイフと、そ 

     の後の皮を切開していくナイフは 

別のものを使用するか、83℃以上 

の温湯でナイフの消毒を行った後 

に、皮を切開する。 

  

② 剥皮した皮が、と体から離れて、外側に丸まるように切開していく。  

③ 剥いだ皮は外側に向けて束ね、大型のクリップで止める。 

以降はクリップを掴んで作業し、直接、皮に接触しないようにする。 

④ 頭部まで剥皮を行い、と体から頭部と皮を一緒に切り離す。 

⑤ 剥皮されたと体に、銃弾やわな等により大きく損傷された部位が発見され 

 た場合は、その部位を完全に切り取る。 

⑥ 剥皮した皮や頭部、切除した部位は、廃棄用の専用容器に入れ、枝肉と接 

 触しないようにし、解体処理室から速やかに搬出する。 

 

【剥皮作業での留意事項】 

   ・ 作業者の手指と剥皮されたと体との接触は、最小限にすること。 

   ・ 剥皮されたと体が、床、壁や設備等と接触しないようにすること。 

      ・  剥皮された部位が被毛等で汚染された場合は、その部位を完全に切り取ること。 

        ナイフや作業者の手指を介して、枝肉が剥いだ皮から二次汚染される可能性に 

も注意すること。 

 

＜ウィンチによる剥皮＞ 

皮を床に固定し、ウィンチで個体の後肢を引っ張る剥皮方法もあります。 

作業者の手指が剥いだ後の皮に接触しない方法です。 

 

１ 

３

２

２

２ 

２ 

（図の剥皮の順番は、例示です）

16―　　― 17―　　―

2

2

3

2

2

1



18−　　−



19−　　− −　　−

③で結紮①で結紮

胃側
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確認の結果、異常が認められた場合は、そのと体は食肉として利用せず、廃棄処分 

としてください。 

 

【内臓・枝肉の確認事項】  参考「と体異常確認記録票」（32ページ） 

ア 内臓・枝肉の共通確認事項 

・ 大きさ、色、形、固さ、臭いが異常ではないか 

・ 腫瘍、結節、出血等はないか 

・ 黄疸がみられないか 

・ 寄生虫がいないか 

・ リンパ節に腫れや塊がないか、組織が壊れていないか 

・ 血液の色や粘性が異常ではないか 

イ 内臓の確認事項 

・ 心臓の外側及び内側に斑点等の炎症がないか 

・ 肺に炎症、壊死や硬化した部分がないか 

・ 肝臓、脾臓や腎臓に腫大、壊死や出血班がみられないか 

・ 胆管が厚くなっていないか、葉脈状になっていないか 

・ 胃・小腸の粘膜の厚さが異常でないか、出血斑や潰瘍がみられないか

・ 水ぶくれ、膿等の異常な塊がみられないか 

・ 胸腔内や腹腔内に、異常に液が溜まっていないか 

ウ 体表・枝肉（筋肉）の確認事項 

・ 体表に多数の紅斑・紫斑や、皮膚・粘膜に多数のチアノーゼ部分がな

いか 

・ 被弾部位や捕獲時の創傷部位以外に、多数の浮腫がないか 

・ 筋肉に病変や脂肪腫がないか 

・ 関節は腫れていないか 

 

⑥ トリミング 

    食肉としての安全を高めるために、枝肉から汚染物を除去するトリミングが必要で 

す。 

枝肉に、血液凝塊、被毛や消化管内容物等が付着している場合は、周囲の組織ごと 

完全に切除してください。銃弾や猟犬の噛み跡による組織の破壊部位や出血部位、土

等による汚染箇所も切除してください。 

被毛の付着しやすい四肢周囲や、消化器官内容物の付着しやすい胸腹腔周囲は、特

に注意して汚染物の有無を確認してください。 

 

⑦ 枝肉洗浄 

枝肉の微生物汚染を防ぐため、トリミング終了後に、飲用に適した水を用いて、上

から下へ向けて、十分に洗浄してください。四肢や胸腹腔の周囲は、特に丁寧な洗浄

に努めてください。 

   洗浄後は、十分に水気を切ってください。 
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⑧ 冷 却 

洗浄が終了した段階での枝肉は、温度が高いままであり、表面も湿っています。こ

の状態のままでは、肉質が低下するだけでなく、微生物が増殖しやすくなります。 

そのため、枝肉を洗浄した後は、枝肉を速やかに冷却し、微生物の増殖を防ぐ必要

があります。 

また、この後の分割・細切等の作業は、枝肉の温度が高いと困難になります。 

冷却に使用する冷蔵庫は、庫内が10℃以下となるように使用してください。冷蔵庫

の広さや冷却機能に見合った適切な数の枝肉の保管ができるよう、枝肉を計画的に搬

出する等の温度管理を行えるよう努めてください。 

 

【肉の熟成】 

動物は、と殺された後まもなくして筋肉の硬直が始まります。と殺直後の硬直

状態のままでも食べることは出来ますが、日本では、柔らかい肉の方が人気です。 

そのため、「熟成（エージング）」といって１～３℃の凍らない程度の低温で、 

肉を保存する方法が有ります。肉は熟成という過程を経ることで、軟らかくなる

と同時に、タンパク質が分解されて、うま味成分であるアミノ酸が増し美味しく

なります。 

熟成に要する期間や方法は、獣種やと殺前後の状態や最終的に仕上げる料理に

    よって異なります。 

        ジビエ料理の本場である欧米では、ジビエの野性味溢れる旨味や風味を生かす 

     ために、相当期間の熟成を行うこともあります。しかしこのジビエの風味は日本 

では馴染みが少ないものであるため、イノシシ肉を熟成させる場合には、その点 

を考慮する必要があります。 

なお、肉を熟成させる目的で、枝肉の「冷却」以降の処理作業を数日後に実施 

    する場合は、剥皮と内臓摘出までの工程は、受入日当日に済ませてください。 

 

＜イノシシ肉の食味＞ 

「野生鳥獣被害防止マニュアル－シカ、イノシシ（捕獲獣肉利活用編）－」（農林

水産省）によれば、イノシシ肉は、枝肉の状態で、４℃で100時間程度の熟成に

より、イノシン酸（※１）の含有量が最大となり、グルタミン酸（※２）との

バランスが良くなり食味が向上するとされています。ただし、イノシン酸はピ

ーク時を過ぎると減少に転じます。捕獲以降、冷却までの作業に時間がかかり

過ぎた等の要因により、イノシン酸が減少に転じた後に熟成しても、食味は向

上しません。 

        ※１ イノシン酸 

核酸の一種。 

※２ グルタミン酸 

たんぱく質を構成する20種類のアミノ酸の中の一つ。 

グルタミン酸及びイノシン酸ともに、うま味物質として知られている。 
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